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(1)問 題の所在

日本 語 の 「株 式 会社 」 の英 訳 を安 易 に 「ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー」 とす る こ とは出

来 ない 。 同 じ く,英 語 の 「ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー」 の邦 訳 を直 ち に 「株 式 会社 」 と

す る こ とに も疑義 が あ る。 これ を確 認 しよ うとい うのが,こ の小論 の 目的で あ る。

もち ろん,そ うは言 って も,英 米 にお い て,日 常 会話 や 平易 な入 門書 ・概 説書 の類 で,そ う し

た緩 や か な使 用法 が な され る場 合 が あ る。(こ うした 日常 的な語用 については小論 の最 後の部分 で若

干触れ る。)日 常 会 話 や 入 門書 の場 合 に,純 法 律 的 な概 念 の詮 索 を始 め た りす る と,話 に 無用 の

混 乱 を引 き起 こす こ と もあ りえ よ う。 しか し,学 問的 な性 格 を もつ書 物 で あれ ば,こ の緩 やか な

用 語法 は避 け るのが よ く,ま たそ う した用語 法 に よら ざる を得 ない場 合 に も,細 心 の注 意 と厳格

な留保 が な され た上 の こ とで な けれ ば な らない 。英 和辞 典,和 英 辞典,経 済 英和 辞 典 の類 の項 目

執 筆 に際 して は,特 にそ の利用 者 層 と利 用 の され方 を念頭 に置 いて慎 重 を期 す るの が 当然 で あろ

う。 その 訳語 が 実務 処 理 の上 で予 想外 の 混乱 を結果 しな い とも限 らない か らで あ る。

に も拘 わ らず,本 来 な ら緻 密 さ を求 め られ る著 作 物 の 中 に.何 等 の 留 保 もな しに,「 株 式 会

社 」 と 「ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー」 と を安 易 に同 一視 した ものが 後 を絶 た な い。 そ う

い う現 状 を考 慮 す る と,ど うい う種類 の 問題 が そ こにあ るの か を内容 的 に明 らか に してお くこ と

には一一・定 の意 義 が あ るで あ ろ う。 とは い え,こ う した こ とは この方面 に明 るい 人 々 には周 知 の事

柄 の筈 で あ って,い ま さ らの感 無 きに しも非 ず で あ ろ うが,ご 了 解賜 りた い。

まず,一 つ の 辞書 の 記述 を引 いて お こ う。ChristineRossiniのEnglishasaLegalLanguage.

(H-uwerLawlnternational,1998)は,JointStockCompanyの 項 目で次 の ように述 べ て いる。
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Thisisthepredecessoroftoday'scompanybutinmodernusage,theUSandUKdefinitions

differ.Theeariiestjoint-stockenterprisesweretradingcompaniesaround1600.After1720Eng-

landestablishedtwoforms,thecharteredcompanycreatedbycorporatecharter,andthestatu-

tort'corporationcreatedbystatute.ThisisthereasonsomeEnglishpersonstodayrefertoa

companyasacharteredcompany.TheRegistrarofCompanieswassetupin1825,andin1862all

publicandprivatecompanieswereprovidedwithlimitedliability."Joint-stockcompany"isthefor-

merUKtermforcompany.UnfortunatelythismaybeconfusedwiththeUSmeaningofa

joint-stockcompany,notacorporationoflimitedliabilityatall,butanunincorporatedassociation

(alsocalledajoint-stockassociation)createdbyagreementofitsmembersandcarryingonbusi-

nessforprofit.Forthisreason,"joint-stock"shouldbeavoidedaltogetherwhendescribinga

company.Furthermore,wordssuchaslimitedorregisteredarenotparticularlyhelpful.Ingen-

eral,thebestwordforacompanyiscompany.(p.121)

ここに,問 題のあ らましが既 に示 されてお り,joint-stockcompanyと い う用語が,幾 つ もの

違った使い方が され るために混乱 を招 きがちなものであることが理解 され よう。

また,実 のことを言えば,小 稿の前提 として,そ もそ も 「株式会社」 とは何か,何 をもって本

来の 「株式会社」 の指標 とするのか,が 明 らか にされ なければな らない。わが国におけるいわゆ

る 「法人成 り」の株式会社の ようなケース もあるこ とを考 えに入れる と,ま たかつ てのイギ リス

における特 許会社 の ようなケース を考 えに入れ ると,「 理念型」 としての 「株式会社」 を設定 し

ておかなければ議論 にならない。 ここでの 「理念型」 は,法 制上の形式 的な概念 を超 えて,む し

ろ社会経済的な意味での,株 式会社についての本質概念であるべ きであろう。

い ま,「 理念型」 としての株式会社 の要件 を,以 下の検討 に必要 な限 りで列挙 してみ ると,次

のようになろ う。

1)法 人格 をもつ こと。

2)株 主の責任が有 限責任であること。

3)資 本 を広 く集め,ま た株式が広 く流通 しているこ と。

この場合,表 面 的な法制上の概念 との差異が大 き く出て くるのは,3)に 関 わる問題で あっ

て,例 えば 「日本の株式会社 のほ とん どを占め る中小の株式会社 は,株 主が固定的 とな り株主構

成 に変動 のない ところか ら,い わゆ る 「閉鎖 会社』 と呼 ばれ る。 この 閉鞘 制 は,元 来,『 理念

型』 としての株式会社の姿 とは相容れないものである。当初の立法者が考 えた 『理念型』 として

の株式会社の組織 とは,大 資本 を集めて大規模 な企業 を営む とい う会社形態であ り,こ の大資本

を集めるために多人数の出資者 たる株 主 を結集 させ る方策 を種 々講 じている。」(宮 島司 『会社法
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概説』第二版,弘 文堂,平 成12年,34頁)株 主 の 有 限責 任 制 も,ま た株 主 の 交 代 を認 め る制 度

も,そ の た めの もの であ っ た。法 制上 の 形式 だ け を見 る と,1)法 人格 を もち,2)株 主 が有 限

責任 であ る こ と,の 二 つ を満 足 す れ ば,「 株式 会 社 」 と認 定 され る場 合 が あ りう る。 しか し,社

会 経済 的 な本 質概 念 と して これ を見 た ときに は,そ れ だ けで 「株 式 会社 」 と認 定す る こ とは難 し

い 。

小稿 は,株 式会社論その もの を理論的に展 開することを目的としたものではないので,そ の他

の点は措 くこ とに し,ま た これ以上立ち入 ることは避けて,と もか く上記の3点 をここでの最小

限度の要件 として確認す るに止め,早 速内容に入ることに しよう。

さらに付記 してお くとすれば,小 稿のような問題は ドイツ語の場合 には問題 として存在 しえな

い。 ドイッ語では,今 も昔 も 「株式会社」 はAktiengesellschaftで あって,株 式会社 の社名の後

には,AG.を 付 けるのが通常で ある。その他 の有力 な会社形態 としては,一 般 に 「有限会社」

と訳 されるGesellschaftmitbeschrankterHartungが あ り,こ れは社 名の後にGmbH.を 付ける

のが通常である。これは法人格 を有 し,ド イツで最 も利用 されている会社形態であって,大 会社

に もこの 「有限会社」の形態 をとる ものが少 なくない。いずれにせ よ,ド イツ語の邦訳に関 して

は,小 論 に述べ るような性格の問題は軽微である。

まず,わ が国 における従来の辞典類の記述 を列挙 してみ よう。 自ず と問題の性格 が浮かびあ

がって くる。

法律学 関係の辞典 における 「株式会社」 の項の英文表記を列挙 してみ よう。(年 代順)

國 明治42年 発行,大 日本百科辞書編纂部編集 「法律大辞書』第一冊(同 文舘)

英Jointstockcompany

囮 昭 和9年 発 行,編 集 責 任 者:末 広 嚴 太 郎,田 中 耕 太 郎 『法 律 学 辞 典 』(岩 波 書 店)

(英)company

(米)corporation(havingacapitalstock),privatecorporation

圖 昭 和26年 発 行,編 集 者:末 川 博 『法 学 辞 典 』(日 本 評 論 杜)

company(limitedbyshares),corporation(havingacapitalstock)

囚 昭 和27年 発 行,編 集 代 表:我 妻 栄 『新 法 律 学 辞 典 』(有 斐 閣)

(英)company(limitedbyshares)

(米)(stock)corporation
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囹 昭 和35年 発 行,編 集 者 代 表:末 川 博 『民 事 法 学 辞 典 』(有 斐 閣)

companylimitedbyshares,stockcorporation,businesscorporation

囹 昭和45年 発 行,編 集代 表:田 中誠 二 『株 式会 社 法辞 典』(同 文舘)

(英)companylimitedbyshares

(米)stockcorporation

以上で知 られることは,近 年 の辞典 においては次第 に整 除の過程 が進み,か つ(英)と(米)

との区別が明 らか にされて きている。また辞典 によってその表現が微妙に異な り苦心 の程が知 ら

れるのであって,そ こには,辞 典項 目とい う限られた紙幅でで きるだけ正確に英語の表現 を伝え

ようとい う執筆者の苦心の跡が見 られる。法律学関係の辞典の 「株式会社」の項 目説明か らジ ョ

イン ト ・ス トック ・カンパニー とい う表現が消 えて きた ことは ここで特 に確認 され るべ きであ

る。

次 に,英 和辞典,和 英辞典の類 についてみ よう。

71888年(明 治21年)発 行,イ ース トレー キ ・棚 橋 一一郎 共 訳 『ウエ ブス ター 氏新刊

大 辞書,和 訳 字彙 』(三 省堂)

Joint-stockcompany合 本会社

圖1889年(明 治22年)発 行,尺 振 八 訳 『明 治 ・英和 字 典』(六 合館)

Joint-stockcompany共 同資 本商社,合 本会 社

回1922年(大 正11年)発 行,斉 藤秀 三 郎 『斉藤 英和 辞 典 』(日 英社)

joint-stockcompany株 式 会社

匝11923年(大 正12年)発 行,武 信 由太 郎編 『和 英 大辞 典 』(研 究社)

株 式 会社Ajoint-stockcompany

回1928年(昭 和3年)発 行,斉 藤 秀 三郎 『斉 藤和 英 大辞 典 』

株式 会 社Ajoint-stockcompany;asharecompany

匝]1931年(昭 和6年)発 行,武 信 由太郎 編 『新和 英 大辞 典 』(研 究社)

株 式 会社joint-stockcompany
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131946年(昭 和21年)発 行,斎 藤 静 編 『双 解 英 和 字 典 』(冨 山 房)

joint-stockcompany株 式 会 社

図1951年(昭 和26年)発 行,武 信 由 太郎編 「新和 英大 辞 典』(研 究社)

株 式 会社joint-stockcompany

匝1964年(昭 和39年)発 行,福 原麟 太郎編 集 主幹 『新 ス クー ル英 和 辞典 』(研 究社)

ajoint-stockcompany株 式 会社

匝1970年(昭 和45年)発 行,編 者:中 島文雄 『岩波 英和 大辞 典 』(岩 波書店)

joint-stockcompany(法)株 式 会社

171973年(昭 和48年)発 行,『 小 学館 ラ ンダムハ ウス英和 大 辞典 』(小 学館)

jointstockcompany

(米)共 同 出資会 社。 法 人格 の な い株 式 会社[株 式杜 団]:譲 渡可 能 な株式 持 ち

分 で構 成 され るパ ー トナ ー シ ップ組織 の 企業 体;株 主が 企業 の 負債 を無 限 に

負 う とい う点 で株 式 会社(corporation)と は異 な る。

(英)株 式 会社:譲 渡 可 能 な株 式持 ち分 を発 行 し,そ の株 主が 企業 の負 債 を有

限 また は無 限 に負 う企業体 。 通常 は米 国の株 式 会社(corporation)と 同義。

こ の ラ ン ダ ム ハ ウ ス の 原 本 で あ る 「RANDOMHOUSEUNABRIDGEDDICTIONARY」(sec-

andedition,1993)の 記 載 を そ の ま ま 英 文 で 記 し て お け ば 次 の 通 りで あ る 。

joint-stockcompany1,anassociationofindividualsinabusinessenterprisewith

transferablesharesofstock,muchlikeacorporatbnexceptthatshareholdersareli-

ableforthedebtsofthebusiness.2,Brit.anincorporatedbusinesswithtransferable

sharesandwithshareholdershavingeitherlimitedorunlimitedliabilityfordebtsof

thebusiness.

[下 線 は 引 用 者]

(こ こ で 注 目す べ き は,下 線 部 に あ る よ う に,ア メ リ カ のjoint-stockcompany(す な わ ち 無 限 責 任)を

ま ず 第 一 に 述 べ,次 に 第 二 と し て イ ギ リ ス の 場 合 を 述 べ て い る と い う点 で あ る 。)

国1974年(昭 和49年)発 行,『 研 究 社 新 和 英 大 辞 典 』(研 究 社 〉(第4版)

株 式 会 社a(point-)stockcompany;(米)a(joint:-stock)corporation
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191977年(昭 和52年)発 行,『 新 英 和 中 辞 典 』(研 究 社)(第4版)

joint-stockcompany株 式 会 社

201981年(昭 和56年)発 行,

joint-stockcompany

『小学 館 ・英和 中辞 典』(小 学館)

(米)合 資会 社

(英)株 式会社((米)corporation)

匝 】1983年(昭 和58年)発 行,「 新 和 英 中 辞 典 』(研 究 社)(第3版)

株 式 会 社ajoint・stockcompany;(米)astockcompany[corporation]

221985年(昭 和60年)発 行,『 新 英 和 中 辞 典 』(研 究 社)(第5版)

joint-stockcompany(英)株 式 会 社((米)stockcompany)

な お,stockcompanyの 項 の 記 述 は 次 の 通 り

(米)株 式 会 社((英)joint-stockcompany>

231986年(昭 和61年)発 行,『 小 学 館 プ ロ グ レ ッ シ ブ 和 英 辞 典 』(小 学 館)

株 式 会 社(米)ajoint-stockcorporation

(英)ajoint-stockcompany

241987年(昭 和62年)発 行,

joint-stockcompany

『小 学館 プ ログ レ ッシブ英 和辞 典 』(小 学館)(第2版)

(米)合 資 会社

(英)株 式会 社((米)corporation)

國1995年(平 成7年)発 行,「 カ レ ッ ジ ラ イ トハ ウ ス 英 和 辞 典 』(研 究 社)

joint-stockcompany(英)株 式 会 社,((米)stockcompany)

な お,stockcompanyの 項 の 記 述 は,次 の 通 り 。

(米)株 式 会 社(incorporatedcompany)

261995年(平 成7年)発 行,「 カ レ ッジ ライ トハ ウス和 英辞 典 』(研 究社)

株 式 会社corporation,(米)incorporatedcompany,(英)limited

company,publiclimitedcompany[語 法](米)の 表 現 は法 人組 織 であ る こ とを表 す。

(英)のe:目 の表 現 は株 主 の債 務 責任 が投 資 額 を越 え ない とい う有 限責任 の法 人組
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織 で あ る こ とを表 し,二 番 目の表 現 は株 式が 公 開市場 で取 引 され る会社 で あ る こ とを

表 す。

12711999年(平 成11年)発 行,『 リ ー ダ ー ズ 英 和 辞 典 』(研 究 社)(第2版)

joint-stockcompany(米)株 式 社 団,(英)株 式 会 社

282001年(平 成13年)発 行,『 ル ミ ナ ス 英 和 辞 典 』(研 究 社)

joint-stockcompany(米)株 式 社 団 。(英)=stockcompany

な お,stockcompanyの 項 の 記 述 は,次 の 通 り 。

(米)株 式 会 社(incorporatedcompany,((英))joint-stockcompany).

292001年(平 成13年)発 行,『 ル ミナス和 英辞 典 』(研 究社)

株 式会 社corporation,(米)incorporatedcompany,(英)limitedcompany,public

limitedcompany[語 法](米)の 表 現 は法 人組織 であ る こ とを表す 。(英)の 一 番 目の

表 現 は株 主 の債務 責任 が 投 資額 を越 えな い とい う有 限責任 の法 人組 織 で あ る こ とを表

し,二 番 目の表現 は株式 が 公 開市場 で取 引 され る会社 で あ る こ とを表 す 。

302002年(平 成14年)発 行,『 研 究社 新英 和 大辞 典』(研 究社)(第6版)

joint-stockcompanyl.(米)株 式社 団 《株 式 会社(Ci)rporation)に 似 て い

るが,株 主 は無 限責 任 を負 う》

2.(英)株 式 会社(《 米》stockc(lmpany)

以上 の よ うな辞 典類 の所 述 の列 挙 か ら,株 式 会社 とジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー と を直

ち にequivalentと す る もの が あ る こと,表 現 がか な りの範 囲 で揺 れ てい る こ と,が 知 られ よ う。

慎 重 な留 保が 必 要で あ る こ とを尚指摘 せ ざ るを えない状 況 が そ こに はあ るが,次 第 に緻密 な叙 述

に なって きてい る こ とは 間違 い ない。 改 めて 問題 を整 理 して み よ う。

(2)コ ー ポ レ ー シ ョン と カ ンパ ニ ー

問題 の内容 に入 る前 に,無 用 の混 乱 を避 け る ため に,corporationとcompanyに つ いて 整 理 し

て お く必 要 が あ る。 ここで は,お お む ね 「英 米法 辞 典 』(田 中英夫編,東 京大学出版会,1991年)の

記述 に従 って整 理 す る。

corporationの 訳 語 は,「 法 人 」 と 「会 社 」 で あ る 。
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第 一 に,「 法 人 」 と い う の は,要 す る に 「法 に よ り,構 成 員 か ら独 立 し た 法 人 格 を 認 め ら れ た

人 為 的 な 法 主 体(artificialperson)。 」 で あ る 。

corporation(法 人)は,publiccorporationとprivatecorporationと に 分 類 さ れ る 。publiccor-

poration(公 法 人)は,政 治 や 行 政 に 関 わ る も の で あ り,privatecorporation(私 法 人)は 民 間 の も

の で あ る 。 こ こ で のpublicと い う 語 の 用 法 は,publicsector(公 的 部 門,政 府 部 門)と い う と き の

publicで あ り,ま たprivateは,privatesector(民 間 部 門)と い う と き のprivateで あ る 。 こ のpri-

vatecorporationは,宗 教 的 目 的 を 有 す る 宗 教 法 人(ecclesiasticalcorporation)と 宗 教 的 目 的 を 有

し な い 世 俗 法 人(laycorporation)と に 分 け ら れ る 。 こ の 世 俗 法 人 に は,慈 善 ・学 校 経 営 等 を 目 的

と す る 公 益 法 人(eleemosynarycorporation)と 営 利 事 業 を 目 的 とす る 営 利 法 人(civilcorporation,

businesscorporation)と に 分 け ら れ る 。 株 式 会 社 は こ のbusinesscorporationで あ る 。 ま た,株 式

を 発 行 す る も の がstockcorporation(株 式 会 社)で あ り,株 式 を 発 行 し な い も の はnon-stockcor-

porationで あ る 。non-stockcorporationは,大 学 と か 教 会 の よ う な 場 合 で あ る 。 こ のstockcor-

porationが,opencorporation(株 式 が 公 開 さ れ て い る 「公 開 会 社 」,publiclyheldcorporation)と

closecorporation(closedcorporation,closelyheldcorporation)(株 式 が 非 公 開 の 「非 公 開 会 社 」 「閉 鎖

会 社 」)と に 分 か れ る 。 イ ギ リ ス の 場 合 に は,表 現 が 異 な り,publiccompany(公 開 会 社),pri-

vatecompany(私 会 社)の 区 別 が あ る 。 同 じpublicと い う 語 で あ る が,先 のpubliccorporation

のpublicと は 意 味 が 異 な る 。 し た が っ て,イ ギ リ ス で は,publiclimitedcompany(公 開 株 式 会

社),略 称plc.な い しPLC.と い う 用 語 が 用 い ら れ,当 該 会 社 に お い て は 会 社 名 の 末 尾 に こ れ を

付 す る こ と が 義 務 づ け ら れ て い る 。(CompaniesAct1985,ss25(1)and27)

第 二 に,corporationは,「 会 社 」 の 意 味 で 用 い ら れ る 。 ア メ リ カ で は,businesscorporationの

こ と を 単 にcorporationと い う こ と が 少 な く な い 。 イ ギ リ ス で は 同 様 の 意 義 に おLてcompanyと

い う 語 を 用 い る 。 ア メ リ カ で は,generalpartnership(合 名 会 社)お よ びlimitedpartnership(合

資 会 社)は 法 人 格 を 持 た な い の で,corporationに は 含 ま れ な い 。

companyの 訳語 は 「会社」である。広狭の両義がある。広義 にはpartnershipを 含 む営利 を 目

的 とす る団体。狭義 には,主 にイギ リスにおいて複数の社員がいて法人格 を有する会社 の総称 で

ある。

以上 を踏 まえて,小 稿本来の問題を設定 し直 しておこう。

(3)問 題の設定

ご く大 まか に問 題 をい え ば,「 株 式 会 社 と ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー とはequivalent

か否 か」 とい うに尽 きる ので あ るが,こ れ を少 し内容 的 にい う と,次 の よ うない くつ か の論 点 に

分 ける こ とが で きる。
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1)株 式 会社 とい う言葉 を,英 語 で表 記す る と きに は何 と言 うのが正 しいか 。

2)ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニー が株 式会 社 で ない とす る と,そ れ は ど こが異 な り,ま

た 日本 語 で は ど う表現 すべ き ものか 。

3)米 国 の ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニー と英 国 のそ れ とは,ど こが違 うか。

この種 の 問題 は,既 に様 々 の形 で問 題提 起 され て いて,そ の方 面 の研究 者 や実 務家 に とって は

周 知 の事 柄 に属 す る。

例 え ば,大 正2年 刊 行 の花 岡 敏 夫 『英 国新 会社 法 論 』 は,「 英 国会 社 法 二 付 キ注 意 スヘ キ 用

語」 と して 「JointStockCompanyノ 意義 」 を取 り上 げ,「 我 国 二於 テ之 ヲ単 純 二株 式会 社若 クハ

合 資会社 ト訳語 スルハ 英 国会社 法 ノ観 念 ヲ不 明 ナ ラ シム ル嫌 イア リ トス。」(49頁)と して,説 明

を加 えて い る。 但 し,言 うまで もないが,本 書 の表 題が 示す 通 り,本 書 は英 国の場 合 につ い ての

み の指摘 で ある。

下 っ て は,永 田数 夫 「株 式 会 社 の特 長」(『駒 沢大学経営 学部紀要』第二号,昭 和47年3月)が

次 の ように指摘 して い る。 「株 式 会社 の外 国名称 をjointstockcompanyと す る は誤 りで あ る。 こ

れ を筆者 は 『連帯 株 式 会社 』 と訳 す るが,株 式 会 社 とは異 な る企 業 た る こ とに注 意 す べ きで あ

る。」(81頁)と して説 明 を加 え てい る。 ま た同氏 は 「英 国の 現 行会 社 法 下 に於 け るJointStock

Company」(『 駒大経営研究』第五巻第二号,!973年)に お い て,「 米 国のjointstockcompany(連

帯株式会社)と 英 国のjointstockcompany(近 世的株式会社)と は区 別 して取 り扱 わ るべ き とい う

のが,筆 者 の 見解 」(13頁)と され て い る。 もっ とも,こ こで提 案 され て い るそ れ ぞ れ の訳 語 そ

の もの はそ の後 定着 した とは言 い難 い。

問題 を米 国 の場合 と英 国の場 合 とに別 け て考 えて み よう。

(4)米 国 の ジ ョ イ ン ト ・ス トッ ク ・カ ンパ ニ ー

「AmericanJurisprudence」 所 載 のJointStockCompanyと 題 す るSchiffress,IJ.の 執 筆 に な る

論 文 は,次 ぎ の よ う に 述 べ て い る 。 す な わ ち,

Generally,joint-stockcompaniesarenotcorporations,andtheyarenotmadesuchbybestowal

uponthembystatuteofmanyofthepowersnormallyenjoyedbycorporations.

こ こに 明 らか な よ うに,米 国 にお け る ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー は法 人格 が な く,

corporationで は ない。 ま して や,stockcorporationで はあ りえない 。つ ま り,<株 式会社 で はな

い 〉の であ る。 法 人格 を持 た な い もの を株 式 会社 とす るわ け にはい か ない。

す なわ ち,米 国 にお け る ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニー は,株 式 会社 とは異 なる法律 上 の

形 態 で あ る。
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米 国 の ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー につ いて,ま ず 簡 略 に要 点 を述べ る と 「法 人格 も有

限責 任 も認 め られ な い 『株 式 社 団』 を意 味 し,株 式 会社(corporation>と は 区 別 され る。」(日 経

文庫 『ビジネス法律英語辞典』阿部佳 基 ・長谷川俊 明編著,1991年,82頁)或 い は,「 営 利 を 目的 と

す る個 人 の集合体 で,ア メ リカで は法 人格,有 限責 任 を認 め られず,株 式社 団 と訳 され る。構 成

員の 各 々が 資本 金 を拠 出 し,譲 渡 可能 な株 式 を有す る,パ ー トナ ー シ ップの 一形態 であ る。 た だ

し,構 成 員が 変 わ りうる こ と,株 式 が 譲 渡可 能 な こ と,構 成 員 は会 社 を代 表 で き な い こ と,が

パ ー トナ ー シ ップ との 主 要 な相 違 点 で あ る。」(長 谷川俊明 『法律英語 の辞典』(改 訂版),2001年,

東京布井出版,117頁)

これ をや や厳 密 に専 門 の辞 典 につ い て見 て お こ う。 『英 米 法 辞 典』(田 中英夫編,東 京大 学出版

会,1991年)の 所 述 は次 の 通 りであ る。 「ア メ リカで は,現 在 で も法 人 格 が な く,し か も持 分 が

持 分 証書 に分割 され て流通 す る営 利企 業 をい い,会 社(corporation)お よびpartnershipと は 区 別

され る。jointstockassociationと よば れ る こ ともあ る。元 来 コモ ン ・ロー上 認 め られ た特 殊 な企

業 形 態 で あ るが,現 在 は制 定 法 に よる規 制 を有 す る州 も多 い。 事業 体 の損 益 は株 主 間で持 分 に応

じて分 配 され,株 主 は無 限責任 を負担 す る。」(477頁)

また,国 分 一 彦 『ア メ リ カのパ ー トナ ー シ ップの 法律 』(商 事法務研究 会,平 成3年)は,次 の

よ うに記 して い る。 「ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー は,法 的 に は,法 人格 な き社 団(unin-

corporatedassociation)で あ る。 しか し,そ の用 語や,次 の よ うな諸 性 質 か ら,株 式 会社 と間違 え

られや す い。

1,各 人 の 出資 を資本 株(capitalstock)と 呼 んで い る。

2,資 本株 は単位 に分 け られ,そ れが移 転性 を有 す る。

3,定 款 に似 た 団体協 約(articlesofassociation)に よ り事 業 目的等 の基本 を定 め る。

4,同 上協 約 に よ り,マ ネ ー ジ ャーや取 締 役 が定 め られ る。」(111頁)

「ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニー は,法 的 に は それ 自体 に一 個 の 法 人格(entity)が 与 え ら

れ るには至 らな い個 人 の集 ま りで あ る。そ の ためパ ー トナー シ ップやprivatecompanyと も呼 ば

れ る。 したが って,た とえば前 出 のcommonnamestatuteな どの よ うな各 州 の制 定法 に よって

認 め られ な い 限 り,そ の 名 に お いて(assumedname)訴 訟 す る こ とはで き ない。 また,パ ー ト

ナー シ ップ とは異 な り,そ の名 におい て不 動産 権 を取 得 す る(titlehold)こ ともで きな い。 しか

し,実 務 的 に はpartnershipとcorporationの 中 間 的 な存 在 とい うの が 妥 当 で あ ろ う。 そ の 意 味

は,現 在 は 各 州 法 に よ り,corporationに 似 た性 格,能 力 を付 与 され て い る こ とが あ る。 しか

し,基 本 的 に 法律 上 は 『個 々 の メ ンバ ー が対 外 的 債 務 を負 担 す る』 とい う こ とで あ る。」(112

頁)そ して,「 ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー に法 人 格 が与 え られ ず,… …各 メ ンバ ー の 権

利 義 務 が 対外 的 に残 る とい うこ とで あ れ ば,そ の利 用 が 下 降傾 向 をた どった こ と も当然 で あ ろ

う。」(115頁)と して い る。

これ を フ レ ッチ ャー(Fletcher,W.M.)の 「サ イク ロペ デ ィア」(FletcherCyclopediaoftheLaw
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0fPrivateCorporation.,1999RevisedVolume,Volume1)に つ い て 確 認 す る 。 記 述 を 抜 書 き し て み

よ う 。

Ajointstockcompanyisatypeofbusinessorganizationwhichstandsmidwaybetweenthepart-

nershipontheonehandandthecorporationontheotherhand.(p.450)

Jointstockcompanieshavesometimesbeenspokenofasquasicorporation.(P.451)

Jointstockcompaniesaretaxableascorporationsunderfederalandstatetaxlaws.(p.452)

Withrespecttothedeathofapartnerorthetransferofhisorherinterest,thejointstockcom-

panyresemblesthecorporationratherthanthepartnership,sincethedemiseorwithdrawalofan

associateinajointstockcompanydoesnotdissolveit.(p.423)

Jointstockcompaniesconducttheirbusinessthroughtheirboardsoftrusteesordirectors;

theirmembersassuch,havenopowertobindthem.Thecircumstanceofresemblancedoesnot

makeajointstockassociationacorporation.{p.454)

Eachandeverymemberofajointstockcompanyisliableuponthecontractsenteredintobyit.

(p.454)

Exceptasmodifiedbystatute,ajointstockcompanycannotacquireandconveypropertybyits

commonname.Titlemustbetakenandconveyedbythememlbersasindividuals.Propertymay

alsobetakenandconveyedbyanofficerintrustforthemembers.(p.454)

これ らの 記述 か ら して,joint・stockcompanyは,quasi-corporationで はあ っ て も,決 してcor-

porationで な い こ とが 明 らか で あ る。 しか しまた,joint-stockcompanyを パ ー トナ ー シ ップか ら

区別 す る こ と も,ま た株 式 会 社 か ら区 別す る こ とも,決 して 容易 な こ とで は ない。 この点 につ い

て,永 田数 夫 の論 文 を手掛 か りに整 理 してみ よ う。(永 田数夫 「JointStockCompany米 国の 「連

帯株式会社」 と英国の 「近世的株 式会社」 」『駒大経営研究』第4巻 第1号,「 米国のJointStock

Company」,『 駒大経営研究』第5巻 第1号)。

、"、
(1)ま ず,ン ヨイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー は どの よ っ な点 でパ ー トナ ー シ ップ と似 て い

るか,そ の 類似 点 を列 挙 す る。

1)株 主 が連帯 無 限責 任 を負 うこ と。

2)設 立 の さい に認可 を要せ ず,合 意 に よ り慣 習 法 の下 で組 織 され る こ と。

3)パ ー トナー シ ップの一般 法 則 が構 成 員 間の 関係 を支 配 す る こ と。

4)政 府 統 制 か ら自由 で,州 監 督 な しに,閉 鎖 ・解 散 で きる こ と。

5)州 か ら州へ の移動 性 を もち,合 名 会社(generalpartnership)の 資格 を享 受 で きる

こ と。

(2)次 に,ジ ョイ ン ト ・ス トッ ク ・カ ンパ ニ ー はパ ー トナ ー シ ップ と どこが 違 うか,そ の相
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違点 を列挙す る。

1)譲 渡可能な株式を もつこ と。

2)経 営管理は取締役会ない し受託者会(boardofdirectorsortrustees)に 委任 され る

こと。

3)存 続期間が構 成員の死亡 などによって影響 されないこと。

4)巨 額資本の調達が可能であ ること。

5)構 成員 は一つの社 団として認識 されること。成文法の下では,訴 訟 ・被訴訟 は会

社 の名の下 にな される。成文法条項が ない場合には,訴 訟 ・被訴訟は構成員の名

が用い られなければな らない。

6)連 邦所得税法の下では,恰 も株式会社であるかのご とくに,課 税 される。

(3)さ らに,ジ ョイ ン ト・ス トック ・カ ンパニーの株式会社 との類似点を列挙す る。

1)譲 渡可能な株式が存在 すること。

2)会 社 に永続性があ り,構 成員の寿命に影響 され ないこと。

3)経 営管理が取締役会 に集中されること。

4)事 実上の株式会社 として課税 されること。

5)出 資者構成員 は全般的代理人ではないこと。

6)成 文法の下の ジ ョイ ント ・ス トック ・カ ンパニーは,設 立手続 きなどについて同

様の ことが求め られるとともに,訴 訟 ・被訴訟が会社名で可能であること。

(4)今 度は,ジ ョイン ト・ス トック ・カンパニーの株式会社 との相違点 を列挙 する。

1)株 主が無限連帯責任であること。

2)法 的社 団性 を有せず,法 的主体(legalentity)た りえないこと。州法で

特別に定めのない限 り,訴 訟 ・被訴訟の主体た りえず,不 動産の保有がで

きないこと。

3)取 締役会 に自己永続性があること。

4)課 税上 の利益があ るこ と。 しか し今 日では,株 式会社 の如 くに見倣 されて課税 さ

れるのでこの点でのメ リッ トは消失 した。

5)政 府統制や管理か ら比較的 自由であること。

慣習法の下 にある場合 と,制 定法による規制が加 わった場合 とでは区別 されなければな らない

が,以 上の指摘 を全体 として整理 してみる と,株 式会社 との違 い とい うこ とを念頭 においた場

合,ジ ョイン ト ・ス トック ・カンパニーの最大の特徴 は次の2点 に絞 られよう。

1)株 主が無 限連帯責任 であ るこ と。

2)法 人格 を有 しない こと。訴訟 ・被訴訟 の主体 た り得 ず,不 動産の保有 がで きない こ
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と 。

その 内容 を略述 す れ ば次 の通 りで あ る。

1)に つ いて は,株 主 の無 限 連帯(unlimited,jointandsevera!)責 任 が あ る こ とか らshare・issu-

ingPartnership(株 式 を発行するパ ー トナー シップ)で あ り,corporationwithunlimitedliability

(無限責任の株式会社)で あ り,old-fashionedassociationwithunlimitedliability(無 限責任の旧式組

合)で あ る。2)は,法 人 主体(1egalentity)と して の法 的権 限 が 具備 され て い な い とい う こ と

で あ る。

そ して,後 掲 のSchiffres,1.J,の 論 文 は,旧 い 時 代 に は パ ー トナ ー シ ップ との 親 近 性 が 株 主

個 々人 の無 限責 任 に関連 して語 られ,後 代 にな る とア ソ シエー シ ョ ンの他 の諸 側 面 との 関 わ りで

コー ポ レー シ ョン との類 似性 が語 られ る よ う に な っ た,と して い る。(p .3)ま た,或 る ア メ リ

カ法 制 史 の書物 に は,「 会 社 の法 的 地 位 に つ い て は多 くの基 本 的 問 題 が未 解 決 の ま まで あ る。今

日,学 識 の高 い どの6人 の裁 判 官 を とっ て も,会 社 とジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー,そ し

て制 定 法 に基づ くパ ー トナ ー シ ップの 相違 につ き,ほ ぼ同様 の 説 明 をす る こ とが あ るか は,極 め

て疑 わ しい 。」 とい う1890年 代 の 発 言 が記 され てい る。(モ ー1・ン ・J・ホーウイ ッツ,樋 口範雄訳

『現代 アメ リカ法 の歴 史』,弘 文堂,122頁)そ れ らの 法 制 上 の位 置 付 け が 一筋 縄 で い く もの で は な

か った こ とが知 られ よう。

上 記 の 永 田論 文 は,ア メ リ カ に お け る ジ ョ イ ン ト ・ス ト ッ ク ・カ ンパ ニ ー の 具 体 例 と し

て,1854年 設 立 のAdamsExpressCompany,AmericanExpressCompany,NationalExpress

Companyの 三 社 を指摘 して い る。 しか し今 日で は,こ の ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー と

い う会社 形態 の採用 は極 め て例外 的 で あ り,株 式 会社 に よって取 って代 わ られた と述べ てい る。

『英 米商 事 法辞 典 』(鴻 常夫 ・北沢正啓編)は,「 ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー」 の項 目で

ア メ リカ にお け る ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニー につ い て次 の よ う に整 理 してい る。 「ア メ

リカ合 衆 国 で は,現 在 も,法 人格 が な く,し か も持 分 が持 分 証 券 に分 割 され て流通 す る営 利企 業

を いい,株 式 会 社(cooration)と は 区別 され る。 コモ ン ・ロー一上認 め られ た もの で あ るが,現

在では立法的規制をなす州が多い。 したがって,コ モ ン ・ロー上無形式の設立手続 きが立法上登

記 を要する こととされた り,不 動 産の所有 ・移転,訴 訟能力等 の点 で代表者 の名 において なす

か,カ ンパ ニーの名においてなすか等,州 によ り規制は異 なる,,し か し会社の損益は株主間で持

分に応 じて分配 され株主は会社債務 につ き無限責任 を負 う点では共通である。取締役会 ・役員が

存在 し彼 ら と株 主の 問 は本 人 と代理 人(principalandagent)の 関係 に立 ち,し たが っ て管理 組織

は株 式 会社 に比べ れ ば 定款 に よ りか な り自由 に構 成 で きる し,反 面,組 合 と異 な り包括 的 な相 互

代 理(mutualagency)の 原則 もない ので,無 限責 任 の 欠点 も登 記等 を利用 して あ る程 度 避 け られ
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る 。」(528耳)[下 線 は 引 用 者]

本 項 を 結 ぶ に 当 た り,ア メ リ カ の ジ ョ イ ン ト ・ス ト ッ ク ・カ ン パ ニ ー に つ い て,『 ウ エ ス ト ・

ア メ リ カ 法 百 科 辞 典 』(west'sEncyclopediaofAmericanぬw,1998.)のJOINTSTOCKCOM-

PANYの 項 目 を そ の ま ま 引 用 し て お き た い 。

Anassociationengagedinabusinessforprofitwithownershipinterestsrepresentedby

sharesofstock.

Ajointstockcompanyisfinancedwithcapitalinvestedbythemembersorstockholderswho

receivetransferableshares,orstock.Itisunderthecontrolofcertainselectedmanagerscalled

DIRECTORS.

Ajointstockcompanyisaformofpartnership,possessingtheelementofpersonalliability

whereeachmemberremainsfinanciallyresponsiblefortheactsofthecompany.Itisnotalegal

entityseparatefromitsstockholders.

Ajointstockcompanydiffersfromapartnershipinthatthelatteriscomposedofafewper-

sonsbroughttogetherbysharedconfidence.Partnersarenotfreetoretire丘omthefirmorto

substituteotherpersonsintheirplacewithoutpriorassentofallthepartners.Apartner'sdeath

causestheDISSOLUTIONofthefirm.

Incontrast,ajointstockcompanyconsistsofalargenumberofstockholderswhoareunac-

quaintedwitheachother.Achangeinmembershiporatransferofstockhasnoeffectonthe

continuedexistenceofthecompanyandthedeathofastockholderdoesnotresultinitsdissolu-

tion.Unlikepartnersinapartnership,astockholderinajointstockcompanyhasnoAGENCYre-

lationshiptothecompanyoranyofitsmembers.

AjointstockcompanyissimilartoaCORPORATIONinthatbotharecharacterizedbyper-

petualsuccessionwhereamemberisallowedtofreelytransferstockandintroduceastrangerin

themembership.Thetransferhasnoeffectonthecontinuationoftheorganizationsincebotha

jointstockcompanyandacorporationactthroughacentralmanagement,BOARDOFDIREC-

TORS,trustees,orgovernors.Individualstockholdershavenoauthoritytoactonbehalfofthe

companyoritsmembers.

Ajointstockcompanydiffersfromacorporationincertainrespects.Acorporationexistsun-

deras惚teC㎜ER,whileajointstockcompanyisformedbyanagreementamongthemem-

tiers.Theexistenceofajointstockcompanyisbasedupontherightofindividualstocontract

witheachotherand,unlikeacorporation,doesnotrequireagrantofauthorityfromthestatebe-

foreitcanorganize.
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Whilemembersofacorporationaregenerallynotheldliablefordebtsofacorporation,the

membersofajointstockcompanyareheldliableaspartners.

Inalegalaction,acorporationsuesandissuedinitscorporatename,butajointstockcom-

ponysuesanddefendsinthenameofadesignatedofficer.(Volume6,pp.264-5)

この記 述 にお い て,ア メ リカ にお ける ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニー と株 式会 社 との異 同

は,ほ ぼ明 らか で あ ろ う。

さて,以 上 ア メ リカの場合 につ いて 考 えて きたが,株 式 会社 に しろ,ジ ョイ ン ト ・ス トック ・

カ ンパ ニー に しろ,ア メ リカの歴 史的 源流 はイギ リス にあ る。 英 国 の場合 につ いて次 に見 る こ と

に しよ う。

(5)英 国 の ジ ョイ ン ト ・ス トッ ク ・カ ン パ ニ ー

株 式会 社 の歴 史 は,英 国 の場 合,ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニー をそ の父祖 とす る。 父祖

で はあ るが,ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニー を直 ちに 「株 式 会社 」 と邦訳 して よい か とい う

と,そ こ には大 い に疑 問が あ る。従 って これ まで も,英 国の ジ ョイ ン ト ・ス トック ・カ ンパ ニ ー

につ い て,例 え ば 「合 本 会社 」 「合 本 組 合」 「合 資組 合」 「共 同 出 資会社 」 な どの訳 語 が 案 出 され

て きた。 そ れ は現 代 の 「株式 会社 」 との 区別 を明確 に したい,と い う意識 が働 いて の こ とで あ っ

たが,し か しい ずれ の訳 語 も定 着 しない ま まに終 わ って い る。

まず,複 雑 な事 情 を分 か りや す くす る ため に,英 国 に おけ る歴 史的 経緯 をか いつ まん で整理 し

てお きたい。

19世 紀 にお け る英 国 資本 主 義 の発 達 は,そ の 多 くを,そ れ 以前 に栄 え て い た 「法 人 格 な き会

社(unincorporatedcompany)」 な い し は 「組 合(partnership)」 に 負 っ て い る。19世 紀 の 中 葉 に

至 って,1844年 法(単 なる登記 によって法人格 を有する会社 の設立 を認 める法律,即 ち準 則主義)と

1855年 法(構 成員の有 限責任 を認め る法律)を 得 る に至 り,さ らに1862年 に既往 の立 法 を集 大 成

した 会社 法 の成 立 をみ た。 こ れが 近代 的 な会社 法 の最 初 の 完 成 であ る と され て い る。 こ の1862

年 の 会社 法 こそ は,法 人格 の賦 与 と社 員 の有 限 責任 とを認 め た,会 社 法 上 の 歴 史 にお け るマ グ

ナ ・カル タ(大 憲章)と 呼 ばれ る傑作 で あ った。(こ うした歴史的な経緯 について は,Hunt,B.C.,

TheDevelopmentoftheBusinessCorporationinEngland1800-1867,HarvardUniversityPress,1936及

び,Palmer'sCompanyLaw,24thEdition,Stevens&Sons,London,1987が 詳細であ る。)

そ こで 問題 は,旧 来のjointstockcompanyの 処 遇 であ る。 これ以 降,旧 来 のjointstockcom-

panyに は二 つ の選択 肢 が あ る よ うにな っ た。

(1)登 録 す るこ とによって株式会社化す るこ とが で きるので,こ の際,こ れに応 じて登 記
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し,株 式 会社化 す る道 を選ぶ こ とが で きる。

(2)そ うい う機 会 が与 え られた に も拘 わ らず,登 記 をせ ず,旧 来 の ま ま,jointstockcom-

panyの ま まであ る こ とを選択 す るこ と もで きる。

まず,(1)の ケー ス につ い て考 え てみ よ う。 この場 合,登 記 に よ って,法 人格 も有 限責任 も

賦 与 され る。例 えば,武 市春 男 「イ ギ リス 会社 法』 に お け る次 の 叙述 は簡 明 で あ る。 「沿 革 的 に

み て,法 人格 の な い会社 が最 初 出現 した の は第17世 紀 で あ って,第18世 紀 お よび 第19世 紀 の

前 半 にお いて は,(中 略)経 済 界 の要 望 にそ う もの と して 大 い に これ が 利用 され た の で あ る。 し

か し,1844年 の会 社 法 が制 定 され るに及 んで,こ の 種 の会 社 も法 人 の概 念 を も って取 り扱 うこ

とが 至 当で あ る と され,同 法 に規 定 を設 け てそ の会社 組 織 を認 め,こ れ を登記 す る こ とに よって

法 人格 を付 与 され た。 す な わ ち,従 来,法 人格 の な い会 社 と して存 在 して い た の も,1844年 の

会社 法制 定 以来,同 法 に従 って登 記 した時 は,同 法 に よって新 た に設 立 した会 社 と同一 の法 人格

を有 す る もの と して取 り扱 わ れ た。/さ らに1862年 の会 社 法(CompaniesAct,1862)は,こ れ

の法 人格 と有 限責任 組 織 とを認 めた か ら,も はや従 来 の よ うな,単 な る契約 に よ って設 立 され る

会社 す な わ ち法 人格 の ない会 社 が 存 在 す る こ とを必 要 と しな くな った の で あ る。 い う まで もな

く,会 社 立 法 が整備 した今 日におい て は,そ の存 在 理 由 は全 く失 われ て しまっ て,近 代 会社 の先

駆 者 と して この種 の会 社 の使 命 は,す で に第19世 紀 前半 を もって 終 了 した もの とい うべ きで あ

る。」(武 市春 男 『イギ リス会社法』,国 元書房,昭 和36年,29頁)

こ う した歴 史的推 移 につ いて,重 ね て確 認 して み よ う。 『英 米法 辞 典』 のjointstockcompany

の項 目は次 の ように述 べ て い る。 「イギ リスで は,起 源 的 に は19世 紀 初頭 に コモ ン ・ロー上 存在

した法 人格 の な い会 社 また は大 きな組 合(partnership)で,譲 渡 可 能 な持 分 証 券 を発 行 す る もの

を意 味 したが,1825年 にBubbleAct1720(泡 沫法)が 廃止 され て以 後,JointStockCompanies

Act1844,LimitedLiabilityAct1855(有 限責任法)等 に よ り法 人格 ・有 限 責任 の利 益 が付 与 され る

にい た り,現 在 で は一 定 の条 件 の もとに株式 会 社(companylimitedbyshares)と して取 り扱 われ

て い る。(CompaniesAct1985,s.683)」(田 中英 夫編 『英 米法辞典』,東 京大学 出版 会,1991年,477

頁)

上 記 の 『英 米 法 辞 典』 の 所 述 は,「 一 定 の 条 件」 の 下 で 「株 式 会 社(companylimitedby

shares)」 となる に至 っ た,と い うの で あ る。

い う ところの 「一 定 の条件 」 につ いて,Halsbury'sLawofEngland,4thEdition,Volume7

(1)Butterworths,1996を 見 る と,ま ず,RestrictionsofPowertoRegisterに 関 して は次 の よ

うに な って い る。(p.39.para.26)

ThegeneralrestrictionsonthepowertoregisterundertheCompanyAct1985are

(1)acompanyhavingtheliabilityofitsmemberslimitedbyActofParliamentorletterspat



(2)

(3)

(4)

(5}

(s>
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entmaynotregisterasanunlimitedcompany,orasac;ompanylimitedbyguarantee;

acompanywhichisnotajointstockcompanymaynot:registerasacompanylimitedby

shares;

acompanymaynotregisterwithouttheassentofamajorityofsuchofitsmembersas

arepresentinpersonorbyproxy(incasewhereproxiesareallowed)atageneralmeeting

summonedforthepurpose;

acompanywhosemembers'liabilityisnotlimitedbyActofParliamentorletterspatent

maynotregisterasalimitedcompanywithouttheassentofaresolutionpassedbya

three-fourthsmajority;

whenacompanyisregisteringasacompanylimitedbyguarantee,theassenttoregistra-

tionmustbeaccompaniedbyaresolutiondeclaringtheliabilityofeachmembertocon-

tribute;

certaindocumentshavetobedeliveredtotheregistraranddulyverified.

そ し て,上 の(2)に お け るjointstockcompanyの 登 録(register)

itedbysharesと し てregisterさ れ る た め に は,

に 関 し て,companylim一

1)havingapermanentpaid-upornominalsharecapitaloffixedamountdividedintoshares,

alsooffixedamount,orheldandtransferableasstock,ordividedandheldpartlyinoneway

andpartlyintheorder;and

2)formedontheprincipleofhavingforitsmemberstheholdersofthosesharesorthatstock,

andnootherpersons:s683(1).

SuchacompanywhenregisteredwithlimitedliabilityundertheCompaniesAct1985is

deemedacompanylimitedbyshares:s683(2).

こ う して,jointstockcompanyは,companylimitedbyshat・esと してregisterさ れ る道 が 開か

れ てい るの で あ る。

しか し,そ こにな お残 る問 題 は,恐 ら くは こ こで 改 めてregisterさ れ た,companylimitedby

sharesの 大 部分 は株 式 の公 開 を伴 わ な いprivateな,或 い はcl(レselyheldさ れ た もの で は なか っ

た か,と い う点 にあ る。株 式 の流 通 が広 く行 われて い ない 会社 に 関 して,仮 にそ れが法 人格 を有

し,株 主 が有 限責 任 で あ っ た と して も,「 理 念型 」 と しての 「株 式 会 社 」 とequivalentと す べ き

か否 か,こ こに は別 の次元 の 問題 が残 され る こ とに なって こよ う。

次 に(2)の ケー ス につ いて見 る こ とに しよ う。 そ れ は,機 会 を与 え られ たに も拘 わ らず,登
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記 せ ず,従 っ て法 人格 を得 る こ ともな く,ま た株 主 の有 限責 任 を確 保す る こ と もなか った,旧 来

の ま まのjointstockcompanyで あ るか ら,こ れ を 「株 式会 社」 と称す る こ とは で きない。 こ う

してみ る と,先 出の 『英 米法 辞 典 』 の次 の よ うな説 明 が 当 を得 た もの とい う こ とに な って こ よ

う。Jointstockcompanyの 項 目での説 明で あ る。

「イギ リスの会 社 に は,companylimitedbyshares(株 式会社),companylimitedbyguarantee

(保証有限会社),unlimitedcompany(無 限責任会社)よ りな る一 般会 社 法上 のregisteredcompany

(登記会社)と,jointstockcompany,charteredcompany(特 許会社)の よ うなそ れ以外 の古 い形

態 の 会社 が あ る。」(田 中英夫編 『英米法辞典』,東 京大学出版会,1991年,171頁)[下 線は引用者]

これ で見 る ように 「古 い形態 の 会社 」 と して,jointstockcompanyを 扱 お うと してい るの であ

る。

ところで,以 上 は 問題 を生真 面 目に,ま た よ り厳密 に と考 えて きて の こ とで あ っ た。 しか し,

小 論 の最 初 の部 分 で も触 れた よ うに,日 常 用 語 と しての,あ るい は入 門書 にお け る用語 法 とい う

点 にな る と,そ うい った厳 密 さは必ず しも必 要 で ないか ら,用 語 法 が緩 むのが 普 通 であ ろ う。

多 くの中 か ら一例 を挙 げて み よ う。 こ こにW.F.FrankandD.V.E.Royall,TheLegalAspectsof

IndustryandCommerce.(Harrap,London,1972.6thed.)と い う入 門書 が あ る。 これは初 学者 に

対 して無 味 乾燥 な法 律 を平 明 に語 ろ う とした書物 で,HNC(HigherNationalCertificate,英 国の高

等二級技術検定合格 証)や,HND(HigherNationalDiploma,英 国の高等一級技術検 定合格証)の 試

験 を受験 す る人 々の ため の参考 書 で あ る。

この参 考 書 は法律 全 般 を扱 ってい るの で あ るが,そ の第 七章 はJointStockCompaniesと 題 さ

れ て い る。 こ こで は,「 登 記 会 社(registeredcompany)」 で あ る,① 「無 限 責 任 会 社(company

withunlimitedliability)」,② 「保 証有 限 会社(companywithliabilitylimitedbyguarantee)」,③ 「株

式 会 社(companywithliabilitylimitedbyshares)」 の 三種 の 形態 が登 場す る。 これ ら三種 の形態 の

会社 に関 して,「formationofajointstockcompany」 の説 明 が な されて い る。(pp.112-127.)

もう一つ だ け例 を挙 げ てみ よ う。

これ も また一 般 向 けの概 説書 であ るが,A.J.Whiteside,GeneralFinancialKnowledge.1967,

HFLPublishersLtd.London.な る書物 を取 り上 げ てみ よ う。 この書 物 で は,

Partnership

Joint-stockcompany

Co-operativeundertaking

が順 に説 明 され てお り(pp.13-4),い う ところのjoint-stockcompanyに つ い ては,法 人格 を も

ち有 限 責任 制 の下 にあ る もの と して 叙述 され てい る。 ここで はそ のregisterが 語 られ て い るが,

そ れ以 上 の,例 えば保 証有 限会社 な どにつ い ての説 明 があ るわ けで は ない。

つ ま り,上 記 の 二 つの例 の よ うな場 合 が 沢 山あ るの で あっ て,そ こで は必 ず しも厳 密 に輪 郭鮮
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明 な議 論が 法 制 の問 題 と して論 理 的 にな され て い るわ けで は な く,registeredcompany即,株

式 会社 で あ るか の よ うに語 られて い るの であ る。 こ う した語 用 もまた現 実 の もの なの で あ る。

こ う した現 実 の用 語法 が存 在 す る以 上,そ れ はそ れ と して認 め るの で な けれ ば な らない。 しか

し,そ の場 合 も,こ こでのjointstockcompanyと い う用語 を直 ち に 「株 式会 社」 と翻訳 で きる

か とい う と,先 の よ うに イギ リス にお い て はregisteredcompanyに は,三 種 の形 態 の 会社 が含

まれ てい る ので あ るか ら,前 後 の 関係 か ら 「登記 会社 」 と言 うこ とは出 来 るか も知 れ ないが,厳

密 な意 味 で 「株式 会社 」 と訳す には躊 躇 が あ る,と い うこ とに なって こ よう。 もと よ り,そ こで

のregisteredcompanyの 中で主 た る もの がcompanylimitedbysharesで あ る こ と を充 分承 知 し

た うえの こ とで あ る。 そ して,こ う した緩 や か な使 い方 は,日 本語 の 日常 会話 にい う 「会社 」 と

言 っ た程 度 の気安 さで使 われ てお り,こ の点 で は小稿 の 冒頭 で引用 した,EnglishasaLegal

Language.の 所 述 の含 意 を念 頭 に置 く必 要 が あ ろ う。

'
さて,最 後 に以上の事柄 を念頭 に置いて,英 国ない し米国で出版 された,ご く普通の英語辞典

(英英辞典)に ついて幾つかのケース を紹介 してお きたい。そ こでの記述に,か な りの幅がある

ことに気づかれる と思、う。

匝]LongmanDictionaryoftheEnglishLanguage,England,1984

joint-stockcompanyacompanyconsistingofindividual:organizedtoconductabusiness

forgainandhavingajointstockofcapitalrepresentedbysharesownedindividuallybythe

membersandtransferablewithouttheconsentofthegroup.

32TheConciseOxfordDictionaryofCurrentEnglish ,ClarendonPress,Oxfoed,1990

joint-stockcompanyoneformedonthebasisofajointstock.

圃LongmanDictionaryofContemporaryEnglish,3「dEdition,Longman,England,1995

joint-stockcompanyacompanythatisownedbyallthepeoplewithsharesinit.

図CollinsCobuildEnglishLmguageDictionary,Collins,London&Glasgow,1987

joint-stockcompanyAjoint-stockcompanyisabusinesscompanythatisownedbythe

peoplewhohaveboughtsharesinthatcompany.

35TheAmericanHeritageCollegeDictionary,3rdEdition ,HoughtonMifflinCompany,Bos-

ton&NewYork,1993

joint-stockcompanyAbusinesswhosecapitalisheldintransferablesharesofstockby
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itsjointowners.

3sWebsterNewCollegeDictionary,3rdEdition,MacmillanUSA,1997

joint-stockcompanyabusinessfirmwithajointstock,ownedbythestockholdersin

shareswhicheachmaysellortransferindependently.

37Webster'sNinthNewCollegiateDictionary,Merriam-WebsterInc.1988

joint-stockcompanyacompanyorassociationconsistingofindividualsorganizedtocon-

ductabusinessforgainandhavingajointstockofcapitalrepresentedbysharesowned

byindividuallybythemembersandtransferablewithouttheconsentofthegroup.

38RandomHouseWebster'sCollegeDictionary,2ndEdition,RandomHouse,NewYork,

1997

joint-stockcompanyanassociationofindividualsinabusinessenterprisewithtransfer-

ablesharesofstock,inwhichstockholdersareliableforthedebtsofthebusiness.[下 線

は引用者ユ

39RandomHouseCollegeDictionary,RevisedEdition,1988,RandomHouseInc.

joint-stockcompanyU.S.anassociationofindividualsinabusinessenterprisewithtrans-

ferablesharesofstock,muchlikeacorporationexceptthatstockholdersareliableforthe

debtsofthebusiness.[下 線 は 引 用 者]

これ らについては,出 版 された国に も注意を払 う必要がある。以上のうち,38と 圃 は,ア メリ

カにおける法制上のjoint-stockcompanyを 明確 にイメージして述べ られている。従って,英 英

辞典の場合 も,わ が国で出版 された英和辞典や和 英辞典の場合 と同 じく,記 述の内容 にはかな り

の幅があ り,そ の利用の され方によっては,問 題 を引 き起 こす ことがない とは言 えない。

(6)む すび

以上,株 式会社 とジ ョイン ト・ス トック ・カンパニー との異 同を問 う作業 を してきた。改めて

痛感す るのは,外 国語 と日本語 とが どこまでequivalentで あ りうるのカ・,と いうことであ る。①

まず は,国 家間での制度の違いがある。② それ も,法 制上の形式的な概念 と社会経済的な本質概

念 とでは,取 り扱 いが異 なって くる。③ さらに,歴 史時代 を推移するに したが って言葉の意味は

変化す る。④ しか も,日 常の緩やかな用語法 と学問上の厳密 な用語法 とでは,異 なっていて当然

であろう。
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幾重 にも重 なったこれ ら諸側面 を念頭 に置きなが ら,翻 訳 とい う作業 は行われる。それは決 し

て容易 なことではある まい。株式会社 とジ ョイン ト ・ス トック ・カ ンパニー との異 同を問う以上

の作業 は,実 はそう した困難 を寸描 した というに過 ぎず,ま た,そ れぞれに選択 された訳語の背

景 につ いて,ど こまで了解 し納得 した上での訳語であるのか,こ れを問 うことを試みた というに

と どまる。
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